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史
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貨
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考
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五、

食
賞
志
と
曾
襲 、

続
曾
要
と
の
関
係

結

俊

中
国
史
研
究
の
主
要
注
基
礎
材
料
で
あ
る
文
献
の
多
く
は
編
纂
物
で
あ
る
の
で
、

そ
れ
を
扱
う
に
は
綿
密
な
批
判
検
討
を
加
え
て
そ
の

田
清
書
食
貨
志
の
史
料
系
統
に
づ
い
て

七
五

史
料
系．
統
を
明
か
に
す
る
と
と
が
殊
に
必
要
で
あ
る
。

そ
し
て
と
れ
ら
の
編
纂
物
を
史
料
と
す
る
場
合、

大
体
に
沿
い
て
、

唐
以
前
の
研

緋岬



旧
唐
書
食
貨
志
の
史
料
系
統
に
つ
い
て

七
六

唐
以
後
の
研
究
で
は
正
史
以
上
の
価
値
あ
る
多
く
の
文
献
が
存
し
て
い
る。

唐
代
の
研
究

，
W九
で
は
正
史
が
頗
る
重
要
な
価
値
を
も
ち、

は、
と
の
唐
前、
唐
後
の
時
代
の
研
究
の
過
渡
期
に
当
り、
正
史、
特
に
奮
唐
書
が
重
要
で
あ
る
と
共
に、
そ
れ
と
同
じ
価
値
あ
る
多
く

の
編
纂
物
が
あ
り、
し
か
も
主
史
を
始
め
と
す
る
と
れ
ら
諸
書
の
記
述
に
は
相
互
に
相
当
密
接
た
関
係
が
島
る
か
ら、
と
れ
ら
諸
書
の
史

料
的
関
係
に
つ
い
て
は
是
非
と
も一
応
の
理
解
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る。

さ
て、
唐
代
研
究
に
必
要
訣
く
べ
か
ら
ざ
る
現
存
の
主
な
編
纂
物
に
は、
正
史
の
蓄
唐
書、

典、
通
典、
唐
舎
要、
冊
府
元
亀、
唐
大
詔
令
集、
文
苑
英
華
や
資
治
活
鑑、
玉
海、
文
献
通
考
な
ど
が
あ
る
が、
ま
た
議
文
を
知
る
に

新
唐
書
の
ほ
か
に、

唐
律
疏
議、

唐
六

都
合
の
よ
い
太
平
御
覧！
小
説
類
を
ま
と
め
た
太
平
庚
記、
地
誌
と
し
て
名
高
い
元
和
郡
懸
芯
が
あ
り、
詩
文
集
そ
の
他
に
も
重
要
な
も

の
が
砂
く
な
い。
と
れ
ら
の
う
ち
太
平
御
覧
以
下
は
姑
ら
く
措
き、
他
の
諸
書
は
史
料
の
上
か
ら
観
て
い
宇
れ
も
直
接
あ
る
い
は
間
接
の

関
係
を
も
っ
て
い
る
が、
史
料
の
系
統
に
よ
っ
て
分
類
す
れ
ば、
宮
唐
書
系
統
の
も
の
と
新
唐
書
系
統
の
も
の
と
に
大
別
し
う
る。

川w

杏
唐
虫日
系
統
の
も
の

奮
唐
君日
系
統
と
い
う
の
は、
私
が
便
宜
的
に
名
づ
け
た
の
で
あ
る
が、
奮
唐
書、
唐
合
要、
冊
府
元
亀
た
ど

が
こ
れ
に
属
し
て
い
る。

と
れ
ら
は
そ
の
内
容
か
ら
い
え
ば、

全
く
唐
の
貫
録、

園
史
を
切
り
張
り
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
が
多

く

一
家
の
見
に
は
乏
し
い
が、
そ
れ
だ
け
に
唐
代
の
記
録
を
大
休
元
の
形
の
ま
L
で
伝
え
て
い
る
点
に
特
色
が
あ
るo
唐
律
疏
議、
唐

六
典
は
と
れ
ら
に
材
料
を
提
供
し、
そ
の
参
考
と
た
っ
て
い
る
点
に
沿
い
て
重
要
注
も
の
で、
そ
の
記
事
が
唐
舎
要
や
新
奮
唐
書
の
志
類

に
そ
の
ま
L
転
載
さ
れ
て
い
る
場
合
が
屡
々
認
め
ら
れ
る。
ま
た
唐
の
徳九一不
の
貞
元
十
七
年
ハ
八
O一
〉
巳
成
書
上
表
さ
れ
た
と
い
わ
れ

る
通
典
は、
唐
律
疏
議、
唐
六
典
と
共
に
唐
研
究
の
第一
次
史
料
と
さ
れ
る
も
の
で、
膏
唐古日
そ
の
他
後
出
の
諸
文
献
編
纂
の
際
の
重
要

た
参
考
材
料
と
た
っ
て
い
るo
更
に
ま
た
宋
代
編
纂
の
唐
大
詔
令
集
は、
同
じ
宋
代
に
編
纂
さ
れ
た
冊
府一
克
亀
の
帝
王
部
の
依
と
共
に、



通
典 、

唐
舎
要 、

両
唐
害
等
に
節
略
掲
載
さ
れ
て
い
る
詔
令
類
の
原
形
を
知
る
に
よ
く 、

ま
た
こ
れ
ら
に
見
え
な
い
詔
令
類
が
多
く

牧
め

ち
れ
て
い
る
o

唐
代
の
詔・
令
は
同
じ
宋
代
に
編
纂
さ
れ
た
文
苑
英
華
に
も
多
く

牧
め
ら
れ
て
い
る
が 、

同
書
は
ま
た
清
代
に
成
っ
た
金
唐

文
と
共
に 、

唐
代
の
侠
文
を
知
る
に
便
利
な
も
の
で
あ
る
。

以
上
略
述
し
た
と
こ
ろ
に
よ
り 、

と
L
に
拾
げ
た
蓄
唐
書
系
統
の
諸
蓄
が 、

い
や
れ
も
史
料
的
に
密
接
な
関
係
の
あ
る
と
と
を
知
り

得
ょ
う 。

た
告
特
殊
な
存
在
と
し
て
資
治
通
鑑
が
あ
り 、

本
書
は
編
纂
物
を
更
に

編
纂
し
た
も
の
で

、

ま
た
編
纂
の
動
機
か
ら
考
え
て
も 、

簡
単
に
蓄
唐
書
系
統
に
入
れ
難
い

そ
の
史
料
と
し
て
の
債
値
が
甚
だ
低
く 、

が 、

本
警
が
新
唐
書
よ
り
も
多
く

奮
唐
書
に
採
っ
て
い
る
の
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う。

新
唐
警
は
苔
唐
警
を
改
修
し 、

奮
唐
書
以
外
の
多
く
の
材
料
を
も
利
用
し
て
い
る
が 、

文
章
に
よ
O
て
事
実

ω
新
唐
害
系
統、
の
も
の

乞
巧
み
に
帽臨
め 、

編
者
の
主
観
が
強
く
現
わ
れ
て
い
る
の
で

、

史
料
と
し
て
の
債
値
は
苔
唐
書
系
統
の
も
の
に
比
し
て
透
か
に
劣
う
て
い

る
o

l
新
唐
書
と
同
じ
く
宋
代
に
編
纂
さ
れ
た
玉
海
や
文
献
通
考
に
は 、

新
唐
書
の
記
事
を
そ
の
ま
L

転
載
し
て
い
る
場
合
が
多
く 、

従
っ

て
と
の
両
者
は
新
唐
書
系
統
の
中
に
数
え
る
と
と
が
で
き
よ
う 。

以
上
の
両
系
統
の
中 、

蓄
唐
書
系
統
に
属
す
る
も
の
が 、

新
唐
書
系
統
の
も
の
よ
り
も
史
料
的
価
値
の

高
い
と
と
は
い
う
ま
で
も
た

ぃ
。

し
か
し
奮
唐
警
系
統
の
も
の
で
あ
っ
て
も 、

そ
れ
を
史
料
と
し
て
扱
う
場
合 、

そ
の
史
料
の
系
統
を
考
え 、

そ
れ
に
対
し
て
十
分
な

批
判
検
討
を
加
え
－怠
け
れ
ば
お
ち
た
い

。

以
下
聯
か
奮
唐
書
の
食
貨
志
に
つ
い
て

、

そ
の
史
料
の
系
統
を
考
察
し
て
所
見
を
述
べ
た
い
と

思
う。

一
、

蓄
唐
書
編
纂
の
温
程

‘h 

古昔
唐
警
は
五
代
後
菅
の
劉
胸
の
奉
勅
撰
に
か
L
hy 、

そ
の
編
纂
の
基
礎
と
た
っ
た
も
の
は
唐
の
闘
史
で
あ
り 、

闘
史
作
成
の
主
左
材
料

伯
唐
害
食
貨
志
の
史
料
系
統
に
づ
い
て

七
七
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h
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問
唐
書
食
貨
志
の
史
料
系
統
に
つ
い
て

は
寅
録 、
時
政
記 、
日

暦
等
の
類
で
あ
っ
た。
奮
唐
書
の
編
纂
及
び
そ
の
成
立
の
過
程
に
つ
い
て
は 、
既
に
山議
文
総
目
や
郡
菊
請
書
志
を

七
入

始
め 、
四
庫
金
書
総
目
の
提
要
や
二
十
二
史
劉
記
そ
の
他
に一
応
の
解
説
が
註
さ
れ
て
い
る
が 、
そ
れ
ら
の
説
明
に
は
な
治
不
徹
底
な
点

も
あ
る
か
ら 、
唐
の
園
史
編
纂
の
欣
況
を
中
心
と
し
て 、
ま
宇
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
と
と
L
し
よ
う。

さ
で 、
唐
で
は
園
史
の
編
纂
が
早
く
か
ら
行
わ
れ 、
奮
唐
書

玲
七

令
狐
徳

一会憶
に
は 、
高｛一京
の
永
徽
元
年
（
六
五
O〉
令
狐
徳
奈
が
臆

部
侍
郎
粂
弘
文
館
学
士
と
怒
っ
て
図
史
及
び
五
代
史
を
監
修
し
た
と
あ
り 、

奮
唐
書
の
編
者
は
徳
棄
を
評
レ
て
「
奈
は
幕
年
元
も

著
述
に

勤
む 、
国
家
に
凡
そ
修
撰
あ
れ
ば
参
預
せ
ざ
る
は
た
し 、
武
徳
よ
り

己
後 、
都
世
隆 、
顧
局 、
李
延
害 、
李
仁
寅
あ
り 、

前
後
図
史
を
修

撰
し 、
頗
る
営
時
の
稀
す
る
所
と
な
る」
と
述
べ 、
ま
た
望日

当
七

顧
清

一停に
は 、
顧
局
が
武
徳
貞
観
両
朝
国凶
史
八
十
品官
房一
撰
し
た
と
あ

る。
と
の
武
徳
貞
観
両
朝
闘
史
は 、
警
唐
辛官

鵡ムハ
長
孫
・無
一忌
停
に
「
額
慶
元
年
〈
六
五
六）
無
忌 、
史
官
園
子
祭
沼
令
狐
徳
棄
と
武
徳
貞

観
二
朝
史
を
綴
集
し
て
八
十
巻
と
な
し 、
之
を
表
上
す」
と
あ
る
か
ら 、
徳
奈
停
に
に
い
う
園
史
が
武
徳
貞
観
両
朝
園
史
で
あ
る
と
と
は

疑
い

と
は

唐
舎
要

論ムハ
修
図
史
の
僚
に
は 、
本
書
に
づ
い
て
更
に
詳
し
く

「
踊制
度
元

主
月

号 、

史
官
太
尉
無
忌 、

左
僕
射
子
志

率 、
中
書
令
控
敦
乱 、
園
子
祭
泊
令
狐
徳
奈－
中堂日
侍
郎
李
義
府 、
崇
賢
学
士
劉
允
之 、
著
作
郎
楊
仁
卿 、
起
居
郎
李
延
言 、
秘
書
郎
張

文
恭
等 、
園
史
を
修
め
て
成
る。
義
寧
に
起
り

貞
観
の
末
比
謹
く 、
凡
そ
八
十一
巻 、
共
の
書
を
内
府
に
減
す」
と
あ
り 、
と
L
に
い
う

八
十一
巻
は 、
本
文
の
八
十
巻
に
目
録一
巻
を
加
え
た
も
の
で
あ
ろ
う。
唐命日
要
は
と
れ
に
続
け
て
ま
た
「
（
掘削
慶〉
四
年
二
月
五
日
に

至
り 、
中
書
令
許
敬｛一示 、
中
書
侍
郎
詐
国
師 、
太
史
令
李
湾
風 、
著
作
郎
楊
仁
卿 、
著
作
郎
顧
允
（
矯〉

、
詔
を
受
け
て
貞
観
二
十
三
年

己
後 、
隔制
慶
三
年
に
至
る
貫
録
を
撰
し 、
二
十
巻
を
成
す 、
添
え
て一
百
巻
と
成
す」
と
述
べ
て
い
る。

守
と
の
武
徳
貞
観
雨
朝
図
史
及
び
そ
れ
に
貴
録
二
十
巻
を
加
へ
た
百
各
本
図
史
に
続
き 、
や
が
て
央
競
に
よ
っ
て
唐
の
図
史
編
纂
の
基
礎

． 
、 ， 
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が
置
か
れ
た。

武
徳
貞
観
両
朝
園
史
及
び
百
各
本
闘
史
は、
と
の
央
競
の
園
史
編
纂
に、

他
の
資
録
類
と
共
に
有
力
危
材
料
を
提
供
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
るo
央
競
の
闘
史
編
纂
に
つ
い
て
は、
新

一墨田
誠一一
央
競
停
に）
競
は
則
天
武
后
の
長
安
年
間
及
び
中
宗
の
紳
由民

中、
国
史
の
編
纂
に
従
事
し
た
が、
武
三
忠、
張
易．
之
が
そ
の
監
修
に
当
hy、
不
実
の
と
と
が
多
か
っ
た
の
で
志
を
得
、ヂ、
そ
の
た
め
庭

十
余
篇
を
得
た
と
伝
え
て
い
る
だ
け
で
あ
る。

と
L
に
い
う
唐
害
の
巻
数
は
明
か
で
友
く、
の
ふり
粛
嵩
が
競
の
書
六

書、
唐
春
秋
を
私
撰
し、
そ
れ
は
完
成
を
見
た
か
っ
た
と
あ
り、

と
れ
に
対
し
て

霊峯日
明～一
央
競

俸に
は、
競
が
開
元
十
七
年、
事
に
よ
っ
て
荊
州
司

馬
に
疑
せ
ら
れ
た
の
ち、
園
史
の
監
修
に
当
っ
た
申
書
令
粛
嵩
が
競
の
撰
す
る
と
と
ろ
の
園
史
六
十
五
巻
を
得、
競
の
夜
後、
そ
の
子
が

競
の
撰
し
た
唐
史
八
十
余
巻
を
進
め
た
と
あ
るo
と
れ
に
よ
れ
ば、
競
の
園
史
は
初
め
六
十
五
巻、
の
ち
そ
れ
が
続
成
さ
れ
て
唐
史
八
十

余
巻
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る。
と
と
ろ
で、
新
唐
書
鵡
入
萎
文
志
に
は、

央
競
叉
旗門
史
十
巻、
梁
史
十
巻、
陳
史
五
巻、
周
史
十
巻、

要
二
十
念ι
唐
書一
百
巻、
叉一
百
三
十

議
t
F
勢一
子
令
園

史一
百
六
巻、
叉一
百一
十
三
巻

と
あ
っ
て、
央
競
の
唐
書一
百
巻
た
る
も
の
を
伝
え
て
い
る。
と
L
に
い
う
湾、
梁，
陳、
周、
惰
の
諸
史
は

A

長
孫
無
忌、
令
狐
徳
奈

等
撰
の
五
代
史（
諒）
を
改
編
し
た
も
の
で、

書墨田
…椴
競
に
「
競
守
て
梁、
陳、
藤円、
周、
陪
の
五
代
史
の
繁

雑な
る
を
以
て、
乃
ち

別
に
梁、
湾、
周
史
各
十
巻、
陳
史
五
巻、
陪
史
二
十
巻
を
撰
ナ」
と
あ
る
が、
唐
書一
百
巻
に
づ
い
て
は
何
等
記
さ
れ
て
い
た
いo
明

の
文
徴
明
は
重
一刈
唐
香

山町一ι
「
按
や
る
に、
唐
興
り
令
狐
徳
奈
等
始
め
て
武
徳
貞
観
両
朝
園
史
八
十
巻
を
撰
し、
央
競
に
至
り
て
前
後
を

合
し
て
書
百
巻
と
な
す」
と
述
べ
て
い

るが、
勿
論
と
の
設
に
は
従
い
難
い。
恐
ら
〈
萎
文
志
に
い
う
唐
書一
百
巻
は、
さ
き
に
述
べ
た

唐
脅
要
所
俸
の
武
徳
貞
観
両
朝
園
史
に、
貞
観
二
十
三
年
か
ら
掘削
慶
三
年
に
至
る
賞
録、
即
ち
高｛一京
寅
録一
j一
十
巻
を
加
え
て
成
っ
た
百
巻

本
図
奥
を
誤
ワ
た
も
の
ら
し
く、
そ
し
て
文
徴
明
の
い
う
香
百
巻
は
義
文
志
の
設
を
無
批
判
に
倖
え
た
も
の
で
あ
ろ
う。
従
っ
て
央
競
撰

悶
唐
書
食
貨
志
の
史
料
系
統
に
づ
い
て

七
九

ぷ＼

司，
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田
唐
書
食
貨
志
の
克
料
系
統
に
づ
い
て

の
倍
書一
百
各
の
存
在、
は
甚
だ
疑
わ
し
いo
ま
た
宋
の
王
尭
巨
の
崇
－文
総
一日
埼
玉
丸
艇
に
は
唐
書一
百
三
十
巻
た
る
も
の
を
挙
げ、
初
め

央
競
が
唐
見
を
撰
し
て
朔
業
か

ら闘一
克
に
至
り、
そ
れ
は
凡
そ一
百一
十
巻
あ
っ
た
と
停
え
て
い
る
が、
と
れ
も
央
競
停
の
記
事
か
ら
考

Y又

。

え
て、
甚
だ
信
用
し
難
い
訟
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い。
た
語
新
唐
害
要
文
志
に
停
え
て
い
る
一
百
六
巻
及
び一
百
一
十
三
巻
の
園
史
は、

警墨田
鴎
ト
子
休
烈
偉
や
唐
会
要
警ハ
修
園
史
の
俊
一に、
園
史一
百
六
巻、
関一
克
質
録
四
十
七
巻、
起
居

一豆半に
飴
の
香
三
千
六
百
八
十

二
巻
が
奥
底
宮
の
史
館
に
b
nJ
た
が、

安
旅
山
の
乱
に
京
械
が
陥
れJ
て
皆
み
焚
焼
さ
れ
た
の
で、

子
体
烈
の
意
見
に
よ
り、

懸
賞
で
園

史、

豪

雪
集
め
た
と
と
ろ、
数

誌
に一
両
各
を
集
め
た
に
過
ぎ
歩、
た
ど
幸
に
史
官

室
家
臓
の
園
史一
百
十
三

察

官
詮
ら

れ
た
と
あ
る
か
ら、
興
慶
宮
史
館
所
減
及
び
掌
諸
家
磁
の
闘
史
を
指
し
た
も
の
で
あ
ろ
う。
一
百
六
各
本
国
史
の
性
質
は
明
か
で
た
く、

多
分
旧
唐
書
員
競
伝
に
い
う
唐
史
八
十
余
巻
を
続
成
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が、
章
越
家
臓
の
園
史一
百
十
三
巻
は、
程臼
唐
蓄
の
成
立
に

重
要
た
関
係
を
も
つ
も
の
で
あ
る。

章
迷
家
裁
の
園
史一
百
十
三
巻
・に
つ
い
て、
奮

墨田
崎一一
章
一辺
俸
は、

年、
学
を
噌
な
み
警
を
著
わ
し
て
手
に
各
を
釈
か
守、
闘
史
は
令
狐
徳
奈
よ
り
央
競
に
至
る
ま
で
修
撰
を
累
ぬ
と
離
も、
党
に
未
だ一
家

の
言
を
な
さ
やJ、
述
に
至
り
て
始
め
て
類
例
を
定
む、
遺
を
補
い
関・
を
続
け、
図
史一
百一
十
二
巻
並
に
史
例一
巻
を
勃
成
す」
と
述
べ

て
い
る。
崇
文
一穂
目
埼
玉
史
類
の
篠
に
は
章
謹
撰
の
唐宮田一
百
三
十
巻
た
る
も
の
を
翠
げ、
そ
の
成
立
の
経
過
を
記
し
た
う
ち
に
「
述、

ハ
央〉
競
の
蓄
本
に
因
り、
更
に
筆
を
加
え
て
倒
刊
し、
酷
吏
俸
を
去
っ
て
紀
志
列
停一
百
十
二
巻
と
注
す」
と
い
う
て
い
る
が、
と
れ

は
史
例一
巻
を
除
い
た
章
迷
本
百
十
三
巻
闘
史
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る。
か
く
し
て
武
徳
貞
観
両
朝
岡
臭
か
ら
央
競
に
至
っ
た
唐
の
園

「
越
は
書
府
に
在
る
と
と
四
十
年、
ノ
史
職
に
居
る
こ
と
二
十

曲%
は、
そ
れ
を
基
礎
と
し
た
章
越
の
百
十
三
巻
本
因
史
と
た
り、
と
L
K一
応
の
体
裁
が
具
わ
っ
た
訳
で
あ
る
が、
崇
文
総
目
に
い
ろ
唐

． 



＼ 

書一
耳
三
十
巻
は
聯
か
問
題
で
あ
る。

崇
文
総
目
は
右
に
記
し
た
章
越
の
百
十
二
巻
本
園
史
の
記
述
に
続
け
て、
「
至
徳、
乾
元
以
後
に
至
夕、
史
官
子
休
烈
ま
た
粛
宗
紀
ニ

巻
を
増
す、
而
し
て
史
官
令
狐
恒
等
ま
た
組
志
停
に
沿
い
て、
の
ち
篇
に
随
っ
て
増
輯
し、
市
も
巻
峡
を
加
え
や、
今
書一
百
三
十
巻、

英
の
十
六
巻
は
未
だ
撰
人
の
名
氏
を
詳
か
に
せ
宇」
と
述
べ
て
い
る。
即
ち、
子
休
烈
が
章
越
の
百
十
二
各
本
因
史
に
粛
宗
紀
二
巻
を
加

え
て
百
十
四
巻
と
し、
令
狐
恒
が
巻
数
を
百
十
四
巻
の
ま
L
と
し
て
増
輯
し
た
が、
今
本
は
百
三
十
巻
あ
り、
そ
の
増
加
分
十
六
巻
の
撰

、
、

者
名
は
不
明
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る。
と
と
ろ
が
宋

・五一一一一
萎
文
志
に
は
「
柳
芳
唐
書一
百
三
十
巻」
と
て、

祭文
一線
目
の
唐岩田
と
同

、
じ
巻
数
の
墨田
が
掲
げ
ら
れ
て
い
るo
と
れ
に
つ
い
て
は
奮
唐
害
時
ト
柳
登

俸に、
柳
登
の
父
芳
は
粛
宗
朝一の
史
官
で、
章
越
と
共
に
詔

を
受
け
て
央
競
の
園
史
を
添
修
し、
そ
の
業
の
成
ら
た
い
う
ち
に
惑
が
残
し
た
が、

更
に
編
纂
を
進
め
て
「
圏
史一
百
三
十
巻
を
勅
成

す、
上
は
高｛一万
ハ
組）
よ
り
下
は
乾
元
に
止
ま
ふ
J日

と
あ
るo
し
か
し
奮
唐
書
章
述
停
に
よ
れ
ば、
速
は
安
藤
山
の
乱
の
際
に
賊
の
俄
官

を
受
け
た
L
め、
粛
宗
即
位
の
翌
至
徳
二
年
ハ
七
五
七〉
両
京
が
回
復
さ
れ
る
や、
総
州
に
流
さ
れ
て
渡
し‘
代
宗
の
庚
徳
二
年
（
七
六

四〉
述
の
甥
の
粛
直
が、
乱
に
際
し
て
能
く
園
史
を
存
し、
聖
唐
の
大
典
を
致
し
て
闘
史
を
遺
抱一
・な
か
ら
し
め
た
彼
の
功
を
述
べ、
そ
れ

は
過
を
栴
う
に
足
り、
恩
宥
る
っ
て
然
る
べ
し
と
上
疏
し
た
の
で、
右
散
騎
常
侍
を
迫
倫相
さ
れ
た
と
あ
る
か
ら、
粛
宗
時
代
に
柳
芳、
宰

越
が
共
同
し
て
実
際
に
闘
史
の
編

纂に
従
事
し
え
た
か
ど
う
か
は
甚
だ
疑
わ
し
い。
恐
ら
く
章
越
が
国
史
百
十
二
巻（
械
聞
ト
立
制
ぇ）
を

編
纂
し、
安
史
の
乱
に
際
し
て
よ
く
そ
れ
を
保
管
し、
彼
の
死
後、
柳
芳
が
越
の
園
史
を
基
礎
と
し
て
唐
害
百
三
十
巻
を
成
し
た
と
見
る

べ
き
で
あ
ろ
う。
た
告
柳
登
俸
に
は、
柳
芳
が
粛
宗
の
上
元
中、
事
に
坐
し
て
斡
中
に
流
さ
れ、
偶
え
亙
州
に
流
さ
れ
た
高
力
士
に
会
い、
A

被か
ら
伝
聞
し
た
開
元
天
賓
中
の
と
と
を
彼
の
園
史
に
入
れ
よ
う
と
し
た
が、
既
に
闘
史
が
奏
上
さ
れ
た
の
ち
で
改
め
え
た
い
の
で、
別

間
唐
書
食
貨
志
の

克
料
系
統
に
ワ
い
て

l\. 

二－工
程
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間
唐
書
食
貨
志
の
史
料
系
統
に
つ
い
て

に
唐
暦
四
十
巻
、を
撰
し 、
力
士
の
偉
え
る
と
と
ろ
を
そ
れ
に
詑
し
た
と
あ
る。
唐
一暦
は
新
唐
害

玲一一
蒋
僧

俸に
代｛一万
の
大
暦
年
間
ま
で
を

詑
し
た
と
あ
る
が 、
郡
高綱一
読
書
志

一時
半、
直
室
足跡
一解
題

鴎
の
編
年
一類
の
僚
で
は 、
陪
の
義
軍了一
五
年
ハ
六一
七）
か
ら
代
宗
の
大
暦
十
三
年

（
七
七
七）
に
至
っ
て
い
る
と
し
て
い
勺
警
唐
害

時一
粛
宗
本

記に
は 、
高
力
士
が
亙
州
に
流
さ
れ
た
の
を
上
元
元
年
（
七
六
O）

七
月
と
し
て
い
る
か
ら 、
柳
芳
が
園
史（

調）
百
三
十
巻
を
奏
上
し
た
の
は
そ
れ
以
前
で
泣
け
れ
ば
な
ら
怠
い。

器地
の
如
く 、
柳
芳
の

図
史
は
柳
登
停
に
「
上
自
高
宗
〈
組）

、
下
止
乾
元」
と
あ
り 、

乾
元
は
上
元
の
前
の
粛
宗
の
年
続
で
あ
る。
そ
し
て
柳
芳
の
園
史
は
そ

の
奏
上
営
時
百
三
十
巻
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら 、
崇
文
粗削
目
に
い
う
「
至
徳
乾
元
以
後 、
・史
官
子
休
烈
叉
増
粛ん一不
紀
ニ
巻」
と
い
う
の

は 、
柳
芳
が
章
速
の
図
史
を
続
成
す
る
際 、
子
休
烈
の
繭
宗
本
記
二
巻
を
と
り

入
れ
た
と
解
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か。
千
休
烈
は
需
宗

時
代
に
園
史
の
編
纂
に
従
事
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら 、
若
し
と
の
想
像
が
許
さ
れ
る
た
ら
ば 、
さ
き
に
疑
問
と
し
た
柳
芳 、
意
越
が
呉

八

競
の
闘
史
を
共
同
添
修
し
た
と
い
う
の
は 、
柳
芳 、
子
休
烈
の
訣
り
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う。
と
の
よ
う
に
考
え
れ
ば 、
崇
文
総
目
に
い
う

加
え
た
か
っ
た
の
で
あ
り 、

「
史
官
令
狐
恒
等
復
子
紀
志
停 、
後
随
篇
櫓
船判 、
而
不
加
巻
朕」
と
い
う
の
は 、
百
十
四
巻
に
対
し
て
ど
は
た
く 川
百
三
十
巻
の
巻
映
を

は
全
く
の
ナ
ン
セ
ス
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い。

従
O
て
「
共
十
六
巻 、
未
詳
撰
人
名
氏」

と
れ
を
要
す
る

子
休
烈
に
よ
っ
て
百
三
十
容
の
唐
害
と
友
り 、

の
ち
令
狐
帽

に 、
央
競
の
国
史
を
基
礎
と
し
た

芝山
の
園
史
百
十
二
巻（

一思）
は
柳
芳 、

等
が
そ
れ
に
乎
を
加
え
た
が 、
各
数
に
は
何
等
変
化
が
た
か
ヲ
た
の
で
あ
る 。
新
暦
害
警
文
志
が
と
の
唐
害
に
う
い
て
「
叉一
百
三
十
巻

伊
唾

刊

紙話」
と
し
て
い
る
の
は 、
本
書
成
立
に
至
る
ま
で
の

妻
編
纂
関
係
者
を
網
羅
的
に
並
べ
た
に
過
ぎ
た
い
の
で
あ
るo

と
の
柳
芳
の
唐古田
百
三
十
巻
は
粛ん一万
の
乾
元
年
聞
に
移
り 、
ま
た
さ
き
に
挙
げ
た
同
じ
の
柳
芳
唐
一暦
は
代
宗
の
大
暦
十
三
年
ま
で
し
か

記
さ
れ
て
い
た
い
が 、
更
に
そ
れ
に
続
い
て
績
唐
暦
ハ
歴〉
が
編
纂
さ
れ
た。
即
ち
新
唐
書

謙一一
蒋
財団

停に
「
初
め
柳
芳 、
唐

一歴を
作
り

． 



．
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守、

大
層
以
後
開
け
て
録
さ
歩 、
宣
宗 、
自怯
亀
従 、
章
漢 、
李十旬 、
張
彦
遠
及
び
僧
等 、
年
を
分
っ
て
撰
弐
し 、
元
和
を
謹
し
て
以
で
緩
く
と

一式
う」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で 、
と
れ
は
唐
一暦

ーと
同
じ
く
編
年
鱈
の
も
の
で
あ
っ
た。
本

宮戸に
つ
い
て
新
唐

害時
五

妻
女士山
は
「

績唐
歴
二

十
二

全店

店畿一一
踏ん
師
長
憾」
と
い
い 、
警
唐
香

芝
桂
亀
従
偉
に
は
「
（
大
中〉
五
年
七
月 、
撰
成
績
唐
一暦
三
十
巻 、
上
之」
と

あ
っ
て
両
者
の
巻
数
の一
致
を
飲
く
が 、
問
書

Jd
ト
宣
宗
本
一紀
に
は
二
十
二

b？と 、
直
－粛

支部
解

間四時
も
同
様
で 、
た

や本
書
を
大
暦

十
三
年
春
か
ら
憲
宗
の
元
和
十
五
年
（
入
二
O）
に
至
る
も
の
と
し
て
い
る。
恐
ら
く
奮
唐
害
桂
亀
従
停
に
い
う
巻
数
は
誤
り
と
す
べ
き

で

を。
ぅ。

も

以
上
の
如
く 、
武
徳

真相坑両
朝
闘
史
に
始
ま
り 、

央
競
に
よ
っ
て
基
礎
を
置
か
れ
た
唐
の
図
史
編
纂
の
業
は 、
柳
芳
に
至
。
て
唐
書一

百
三
十
巻
と
な
り 、
ま
た
彼
に
よ
る
唐
暦
や
慶
亀
従 、
章
漢
等
の
績
唐
暦
が
で
き
た
が 、
の
ち
か
L
る
事
業
の
継
続
進
展
を
見
泣
い
う
ち

に
唐
は
滅
び
た。
唐
末
の
戦
乱
に
は
唐
代
の
史
籍
が
多
数
散
亡
し 、
唐
害
の
編
纂
を
企
て
た
後
梁 、
後
唐
の
ニ
朝
は
史
料
の
授
棄
に
苦
心

し
て
そ
の
業
を
完
成
し
え
や 、
後
菅
出
帝
の
開
運
二
年
（
九
四
五）
に
至
っ
て
漸
く

奮
唐
書
の
成
立
を
見
た
が 、
当
時
の
史
料
散
逸
の
事

情
に
つ
い
て
は 、
そ
の
編
纂
に
関
係
L
た
頁
緯
の
奏
言
に
「
唐
高 一
極
よ
り

代
宗
に
至
る 、
己
に
紀
停
あ
り 、

徳
宗
も
ま
た
賓
録
を
存
す 、

武
宗
よ
り

控除
廃
帝（

娘）
に
至
る
凡
べ
て
六
代
は
唯

三政
宗
録一
巻
あ
り 、

徐
は
皆
、た
関
一時
れは v

と
あ
るo
蓄
五
代
史

勝
配

七
明
宗
紀 、

天
成
元
年
九
月
庚
申
の
僚
に 、
成
都
に
唐
の
賓
録
が
あ
る
と
い
う
の
で 、
都
官
郎
中
の
庚
惇
美
に
そ
れ
を
捜
求
さ
せ
た
が 、
援
に
九
朝
賀

録
と
残
一飲
の
雑
書
と
を
得
た
の
み
で
あ
っ
た
と
あ
るo
九

翼民
地跡
の
内
容
は
明
か
で
、泣
い
が 、
し
か
し

郡
粛
読
書
志

持

票績
の
俊
に
は

高
組
質
録
以
下
多
く
の
資
録
が
記
さ
れ
て
を
り 、
ま
た
通
鑑
考
異
も
高
組 、
太ん一示 、
則
夫 、
中ん示 、
容
宗 、
玄
宗 、
徳｛一示 、
順｛一京 、
敬｛一京

悶
唐
書
食
貨
志
の
史
料
系
統
に
づ
い
て

穆
宗 、
文｛一示 、
武
宗
や
太
上
皇 、
建
中
佐
ど
の
資
録
の
名
を
明
記
し
て
そ
れ
を
引
用
し
て
い
る
か
ら 、
栄
代
に
は
た
治
多
数
の
唐
の
質
録
／

J\ 
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事

問
唐
書
食
貨
志
の
史
料
系
統
に
のJ
い
て

1\ 
四

が
残
っ
て
い
た
訳
で 、

そ
の
多
く
は
旧

墨田
編
纂
の
重

要な
材
料
と
さ
か
た
と
と
L

思
うo

ま
た
前
掲
の
買
緯
の
奏
に
「
唐
高
組
至
代

｛示 、
己
有
紀
停」
と
あ
る
の
は 、
柳
芳
の
国
史
百
三
十
巻
と
唐
暦
四
十
一巻
と
を
指
し
た
も
の
ら
し
い
。

前
者
は
粛｛一不
の
乾
元
年
閉
ま
で
を

詑
し 、
崇
文
一線
目

功
一止
奥
類
の
僚
に
著
録
さ
れ
て
を
り 、

後
者
f

は
代｛一万
の
大
暦
十
三

年ま
で
を
記
し 、
崇
文
総
門日

時
了

郡
粛一
請
書
志

識

の
編
年
類
の
僚
に
著
録
さ
れ 、
特
に
通
鑑
考
異
に
は

本書
が
屡
えて
引
用
さ
れ
て
い
る
か
ら 、
と
れ
ら
両
者
が
ま
た
奮
唐古田
編
纂
の
基
礎
材

料
と

と
た
と
考
え
ら
れ
るo
と
れ
に
対
し
て
績
唐
暦
は
崇
文
総
目 、

郡
雪

喜
志
に
そ
の
名
が
見
え
令 、
ま
た
通
鑑
考
異
も

本
書
を
全

然
引
用
し
て
い
た
い
か
ら 、
既
に
唐
末
の
戦
乱
に
亡
失
し 、
奮
唐
警
の
編
纂
に
は
参
考
に
供
さ
れ
、な
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る。

奮
唐
警
の
編
纂一
に
は 、
亡
失
し
た
と
は
い
え 、
五
代
の
世
に
残
存
し
て
い
た
多
く
の
史
料
が
利
用
さ
れ
た
と
と
は
諭
を
侠
た
な
い
が 、

以
上
述
べ
た
よ
う
に 、
そ
の
根
本
材
料
と
な
O
た
の
は
貫
録
類
及
び
柳
芳
の
唐
書 、
唐
暦
で
あ
っ
た。
し
か
し
と
れ
ら
の
三
番
は
主
と
し

て
本
紀 、
列
停
の
基
礎
と
た
っ
た
の
で
あ
O
て 、
志
類
は
ま
た
別
個
の
材
料
に
拠
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る。
然
ら
ば
食
貨
志
が
主
と
し
て

拠
っ
た
の
は
何
で
あ
ろ
う
か。

＝ 、
蓄
唐

書昼食
貨
志
と
唐
六
典 、
逼
典
と
の
関
係

奮
唐
書
食
貨士山
は
上
下
二
巻
に

P

分
か
れ 、
上
巻
は
線
序 、
田
賦 、
両
税 、
銭
幣 、
塩
法
の
五 、
下
巻
は
漕
沼 、
食
庭 、
雑
税 、

機
酷
の

四
か
ら
成
う
て
い
る。
綿
序
は
食
貨
志
の
序
文
と
し
て
の
編
者
の
概
括
的
意
見
と
財
政
を
中
心
と
し
た
唐
代
の
形
勢
と
を
略
述
し
た
も
の

で 、
勿
論 、
そ
の
記
述
の
拠
っ
た
材
料
は
あ
る
が 、
そ
れ
を
も
と
の
形
の
ま
h
で
伝
え
て
い
る
の
で
は
た
く 、
編
者
が
そ
れ
を
遁
当
に
塩

梅
し
た
も
の
ら
し
Jwr
従
づ
て
線
序
の
史
料
系
統
に
う
い
て
は 、
今
特
に
穿
撃
す
る
必
要
も
な
い
が 、
食
貨
志
の
本
論
を
考
察
す
る
前
に

官官
唐
害
よ
り
も
早
く
編
纂
さ
れ 、
記
事
の
上
で
連
絡
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
唐
六
典
と
遁
典
と
に
O
い
て 、
食
貨
志
と
の
関
係
を一
応
考
え



に

て
見
る
必
要
が
あ
る。

‘島

唐
六
典
は
玄
宗
の
開
元
十
年
（
七
二
二）
に
編
纂
に
着
手
し
て
か

ら前
後
十
六
年
を
費
し 、
同
二
十
六
年
（
七
三
八）
に
成
り 、

律
令

と
並
ん
で
後
世
に
ま
で
重
ん
ぜ
ら
れ 、
唐
舎
要
に
い
う
奮
制
ま
た
は
奮
令
は
唐
六
典
で
あ
り 、

新
奮
唐
書
志
類
に
は
唐
六
典
の
記
事
を
そ

の
ま
L

転
載
し
た
部
分
が

多／沿
殊
に

輩墨田

崎一一
職
官
志
の
記
事
の
多
く
は
唐
六
典
に
拠
っ
て
い
る。
し
か
し
奮
壁面
食
品貝
志
の
拠

っ
て
い
る
唐
令
は
武
徳
七
年
の
も
の
で
あ
り 、

唐
六
典
は
開一
冗

レぬ一年
令
に
拠
っ
て
を
り 、

唐
六
典
が
奮
唐
書
編
纂
の
有
力
怠
材
料
と
な
っ

た
と
と
は
疑
い
泣
い
が 、
食
貨
志 、
六
典
の
記
事
を
比
較
す
る
に 、
食
貨
志
は
六
典
と
詑
事
の
上
で
直
接
の
関
係
が
た
か
っ
た
よ
う
に
考

え
ら
れ
る。

唐
六
典
に
比
す
れ
ば 、
通
典
と
食
貨
志
と
の
記
事 ーは
相
当
密
接
友
達
関
が
あ
る
よ
う
で
あ
る。
即
ち 、
食
貨
志
向
賦
の
俸
の
「
男
女
始

生
者

重県 、
四
歳
峰崎
小 、
十
六
翁
中 、
二
十一
銭
丁 、
六
十
矯
老」
は
遁
典

時
食
貨
七
丁
中
の
僚
に
も
見
え
て
共
に
武
徳
七
年
令
必
拠

hh
$

ま
た
食
貨
志
の
同
じ
僚
の
「
一柳
龍一
冗
年
章
庶
人
潟
皇
后 、
務
欲
求
娼
於
人 、
上
表
請
以
二
十
三
銭
丁、
五
十
八
銭
老 、
制
従
之」
も

同
じ
く
透
典
の
丁
中
の
僚
に
見
え
て
記
述
が
頗
る
仇
切
を
り 、
そ
の
他
に
も

食
貨
志 、
通
典
の
記
事
の
一
致
し
て
い
る
場
合
が
砂
な
く
な

い。
従
う
て
食
貨
志
は
通
典
に
拠
る
と
と
ろ
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が 、
し
か
し
同
賦
の
僚
に
武
徳
七
年
令
と
す
る
「
若
嶺
南
諸
州
則

税
米：：：
損
七
己
以
上 、
課
役
供
菟」
を
通
典4
2R
貨
六
賦
税
下
で
は
武
徳
二
年
の
制
と
し
て
を
り 、

概
し
て
い
え
ば 、
通
典
は
そ
の
成

v

ノ

立
当
時
の
現
行
法
た
る
開
元
二
十
五
年
令
に
拠
っ
て
い
る
場
合
が
多
く 、
食
貨
志
は
い
や
れ
も

武
徳
七
年
令
に
拠
り 、
ま
た
同
じ
と
と
を

「
武
徳
四
年
七
月 、
駿
五
録
銭

：・
後
盗

鏡漸
起 、
而
所
在
用
銭
濫 ，
悪」

、

停
え
た
記
事
で
も 、

食
貨
志
と
通
典
と
の
聞
に
は
時
に
可
成
り

の
相
誌
が
あ
る。
例
え
ば
銭
幣
の
僚
の

旧
唐
書
食
貨
志
の
克
料
系
統
広
づ
い
て

「
初
開
元
銭
之
文

遠
近
甚
便
之」
を
通
典

鳩
食
貨
丸
銭
倣m
下
の
「
大
唐
武
徳
四
年 、
駿

J\. 
玉
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旧
唐
書
食
貨
志
の
史
料
系
統
に
ワ
い
て

r、

五
銭
銭：：：
遠
近
便
之、
後
盗
鋳
猷
起」
と
を
比
較
す
る
に、
杢
く
同
じ
事
実
を
伝
え
十な
が
ら
記
述
の
工
合
が
粉
々
異
な
っ
て
い
る。
と

れ
は
恐
ら
く
両
者
が
同
じ
材
料
に
拠
り
、な
が
ら、
各
々
そ
れ
を
粉
々
異
な
っ
た
形
で
記
し
た
も
の
ら
し
く、
食
貨士山
が
遁
典
の
記
事
を盟国

き
改
め
た
の
で
は
た
さ
そ
う
で
あ
る。
と
れ
を
要
す
る
に、
食
貨
志
に
は
遇
典
と一
致
し
た
記
事
が
砂
な
く
な
く、
そ
れ
は
通
典
が
食
貨

志
に
拠
う
た
か、
あ
る
い
は
両
者
が
同
じ
材
料
に
も
と
や
い
た
か
と
思
わ
れ
る
が、
し
か
し
通
典
が
食
貨
志
と
最
も
深
い
直
接
的
な
関
係

が
あ
っ
た
と
は
考
え
得
た
い。
，次
に
食
貨
志
の
同
賦、
塩
法
の
僚
を
考
察
し
て、
そ
う
い
う
事
情
を
明
か
に
し
た
い
と
思
う。

三、
食
貨
志、
田
賦
の
伎
の
考
察

奮
唐
書
食
貨
志
は
同
賦、
塩
法
の
僚
を
除
け
ば
み
た
年
代
を
逐
っ
て
記
述
を
進
め、
た
ど
と
の
こ
僚
だ
ゅ
は、
年
代
順
の
根
本
方
針
に

よ
り
友
が
ら
も、
明
か
叙
述
の
形
式
が
異
友
う
て
い
る。
即
ち、
田
賦
の
僚
の
構
成
を
見
る
と、
次
の
よ
う
に
た
っ
て
い
る
ヘ
食
貨
お
と

f

略
々
似
た

記
事
を
掲
げ、

史
料
的
に
最
も
関
係
が
深
い
と

考
え
ら

れ
る
も
の
に

、

旧
唐
書
の

成
立
以
前
に
で
き
た
遁
典
と
以
後
に
で
き
た
唐
曾
要、

加
J
o

府一
克
識
と
が
あ
る
。

こ
れ
ら

三
書
の
名
を
括
弧
内
に
記
し
た
の
は、

そ
れ
ら
に
食
貨
志
と
同
じ
よ
う
な
記
事
が
あ
る

場
合
に
づ
い
て
ど
あ
る
」

(A) 

（
1
〉

武
徳
七
年、
始
定
律
令、
以、
度
目
之
制、
五
尺
潟
歩：：・
3v

（
2
〉

丁
男
中
男
給一
頃：：：
（

唐曾
要
玲
八
租
税
レム
jw

（
3
〉

賦
役
之
法、
毎
丁
歳
入
租
粟
ニ
石・：

ハ
唐
－曾
要
一四
税、
知
府
元
亀
市誠一
邦
計
部、
賦
税
〉

（
4
）
凡
丁
歳
役
二
旬・・
・
ハ
唐
舎
一要
一四
税

J

冊
府一
冗
亀
制
御
部）

（
5
〉

若
嶺
南
諸
州
則
税
米・
：
（
唐命日
要
一皿
税、
明
府一
冗
亀
一制
御
部
一v

〈
6
〉

蕃
胡
内
附
者、
上
戸
丁
税
銭
十
文：：・
〈
冊
府
元
亀

担阿
部
刈
v

＼ 

＼ 
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ハ
7
〉
凡
水
平

墨震
災：・：
ハ
唐
舎
一嬰
一地
積、
冊
府
元
亀
一蹴
…附
部
叫nt

ハ
8
）
凡
天
下
人
戸、

霊品川
資
産・：

ハ
遇
典
玲
食
貨コ
婦
窯、
唐
舎
一要
一時
入
定
戸
等
第、
冊
府
元
亀
雄
畑
邦
計
部、
戸
籍）

〈
9
）
百
戸
鋳
里：：：、

（
ω
）
士
農
工
商、
四
人
各
業

ハ
日
）
男
女
始
生
者

室貝：：：
（
通
典
時
食
貨
七
丁、
中、
唐
合
要
瑞
入

国貌、
冊
府一
五
亀

一昭一
部〉

（
は
）
毎
歳一
治
計
帳
ハ
唐
舎
一要
一時
入
籍
一帳、
冊
府一
克
亀

一辺一
部
）

（
日
）
一一一
年一
治
戸
籍
（
唐
舎
一嬰
鵬、
冊
府一
克
亀
…市
街
都
中山〉

ハ
凶
）
州

警
五
比

ハ
唐
舎
要
閥、
冊
府一
克
亀

器
部〉
宅

（
日
〉
紳
龍一
五
年、
章
庶
人
魚
皇
后
：：
ハ
通
典
時
四一、
唐
舎一
要
綱、
冊
府
元
亀
閥

均J

ハ
同
）
至
天
賓
三
年、
又
降
一俊
制：：：
（
通
典

議、
廃
合
要
綱、
冊
府
元
亀
間一
蜘
部）

ハ
げ
）
天
下
籍、
始
治
四
本・：
・
ハ
唐
舎
一嬰
棚、
情
府一
克
亀
岡
蜘
部）

ハ
同
）
凡
権
衡
度
量
之
制
：

（
一過
典
地
食
貨
六
賦
税
下、
廃
合
一要
地ムハ
大
府
寺〉

（
山川
）
量
以
鉱
黍
中
者：：：
（
遁
典
一隅
税、
唐
曾

所長
府〉

（
初
）
権
衡
以

舵思議中
者
・一
ハ
滋
典

一明、
唐
舎
一要
一秋
府〉

〈
幻
）
調
鐘
－律、
測目
答
景・・：
（
遁
典
明
税、
唐

全長
府）

（
幻
〉
叉
山
東
諸
州、
以一
尺
二
寸
銭
大
尺：：：

悶

麿番
食
貨
志
の
奥
料
系
統
に
つ
い
て

1 

v

hが
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ハ
ロ
）
永
泰
元
年
五
月、
京
兆
森山
大
稔
：・
ハ
冊
府
元

舞鶴
部〉

ハ
お
〉
二
年
五
月）
諸
道
税
一地
銭
便
殿
中
侍
御
史
章
光

－璽一寸・：：
ハ
冊
府
元
亀
鵬
脚
部〉

（
弘
〉
大
暦
四
年
正
月
十
八
日、
勅
有
司・：
：
ハ
唐
合
一嬰
雌
税、
冊
府
元
一箱
一一
一阿
部〉

会
〉
共
年
十
二
月
勅、
令（
紛の）
関
輔
墾

田端
康

ハ
冊
府一
克
籍
制
御
部〉

（
お
〉
五
年
三
月
優
詔、
定
京
兆
府
百
姓
税

（
時
府一
克

籍制
御一
部〉

〉

（
幻
〉
八
年
正
月
二
十
五
日
勅、
青
苗
地
頭
銭
：・
（
唐
舎
一嬰
見
税、
冊
府
元

笹野一
部ν

’仏
は
「
武
徳
七
年、
始
定
律
令」
と
胃
一蹴
し
て
回
令
（
1
1
2
〉
、
賦
役
令
ハ
3
17
〉
、
戸
令
ハ
8

l
u
〉
の
候
文
と
そ
れ
に
関
係
あ
る

田
唐
書
食
貨
志
の
史
料
系
統
に
ヲ
い
て

八
八

（
お
〉
其
量
制、
公
私
叉
不
用
基同

(B) 

（
M
〉
天
－賓
九
載
二
月
勅、
車
軸
長
七
尺
ニ
寸・：：
（
唐
合

五一
府〉

（
お
〉
先日疋
開
元
八
年
正
月
勅
1

頃
者
庸
調
無
想
：
：
〈
遁
典
珊
税、
唐
舎
一嬰
見
積〉

（
お
〉
二
十
二
年
五
月
勅、
定
戸
口
之
時：
：
（
遇
典
珊
税、
唐
舎

一品一
獄、
冊
府
元
亀
制
脚
部〉

ハ
幻
）
共
年
七
月
十
八
日
勅、
自
今
己
後、
京
兆
府
関
内・

ハ
唐
－曾
一嬰
一皿
税、
冊
府一
克
亀
蜘
脚
部）

（
お
〉
天
－賢
三
載
二
月
二
十
五
日
赦
文、
毎
載
庸
調
八
月
徴・：

ハ
遇
典
珊
税、

墨田
要
血
税、
冊
府
元
亀
…町
一阿
部〉

（
ぬ
〉
〈
開
元〉
二
十
五
年
三
月
勅、
関
輔
庸
調・・

（
遁
典
明
税、
唐
舎
一嬰
一地
税、
冊
－府
元
亀
一糊
蜘
部〉

お
〉
天
費
元
年
五
月一
日
赦
文、
如
開
百
姓
之
内：：
（
通
典
珊
税、

唐曾
要
一四
税、
冊
府
元
亀

担阿
部〉

〈
訂
〉

塵紘一
克
年
七
月
詔、
一
戸
之
中：・
：
ハ
遁
典
時
貨
了、
唐
舎
一嬰
畑、
冊
府
元
亀
納
品
r
戸〉

(C) 



、』ノ

、Eノ

事
実
（
日
l
げ
〉
を
詑
し、
共
に
雑
令
（
mm
J
幻
〉
と
そ
の
関
係
事
項
及
び
勅
文
（
n
j
M
）
と
を
掲
げ、
ω
は
ハは
の
（
M
V
に
対
し、

円
先
是」
と
し
て
ハ
引
に
関
係
あ
る
勅
文
〈
お
l
初
〉
を
並
べ、
但
し
そ
れ
は
必
や
し
も
年
代
を
逐
わ
や、
川
は
康
徳
元
年
以
下
年
代
順
に

租
税
関
係
の
事
項
村
詔
勅
を
列
記
し
て
い
る

♂
i
幻
〉
O

そ
し
て
右
表
に
指
摘
じ
た
よ
う
に、

ω
の
ハ
8

て
（
日
〉
、
（
日
i
凶
）
、

ハ
日
l
幻
〉
の
八
僚
は
遇
典
に、
〈
2

’ls
〉
、
〈
7
1
8
〉
、
（
u
i
幻
〉
、
（
勾
）
の
十
八
僚
は
唐
舎
要
に、
ハ
3
1
8
〉
、
（
u

i
げ
〉
の
十
三
僚
は
冊
府
元

亀に
略
々
そ
れ
と
似
た
記
事
が
見
出
さ
れ
る。
し
か
し
ハ

ふよ
（
凶
寸
と
は
遁
典、
唐
舎
一要、
冊
府
元
箱

の
記
事
と
は
還
っ
て
を
り、
ハ
日
〉
は
遁
典
の
記
事
に
似
て
い
る
が、
（
u
l
u
）
は
唐
舎
要、
冊
府一
克
箱
の
そ
れ
と
柳
か
相
違
し、

円

旧日
》

（
日
）
は
漣
典
の
記
事
に
近
く、
唐
舎
要、
情
府一
克
亀
と
は
粉
々
異
な
り、
ま
た
〈
同
i
幻
〉
は
唐
舎
要
よ
り
も
遁
典
の
詑
事
に
類
似

、Bノ

し、
〈
斜
〉
も
唐
舎
要
の
記
事
と
形
が
同
じ
く
た
いo
と
の
よ
う
に
考
え
て、
差
異
あ
り
と
思
わ
れ
る
も
の
を
除
け
ば、
ω
の
記
事
の
中

の
（
日
〉
、
（
日
）
、
（
m

l
幻
）
の
六
傍
は
通
典
に、
ハ
2
17
〉
、
ハ
げ
）
の
六
俸
は
唐
舎
要
に、
〈
3
1
7
〉
、
ハ
げ
）
の
六
俸
は

ー
冊
府
元
亀、
の
そ
れ
に
近
い
と
と
が
知
ら
れ
るo
U
を
飛
ば
し
て
次
に
の
に
つ
い
て
観
る
に、
（
訂
以
は
遇
典、
唐
舎
要、
冊
府
元
箱
と

／E＼

f’k

 

一
致
し
な
い

が竺
也
、

会
）
は
唐
舎
要
と、

。
l
幻
）
は
冊
府
元
亀
と
略
々
合
致
し
て
い
るo

以
よ
の
よ
う
に

ム、
ω
の
記
事
は
通
典、
唐
合
要、
冊
府一

通
の
記
事
の
い
や
れ
か
に
肱刊
に
近
い
と
山
う
と
と
は
た
く、
た

ふ
に

沿
い
て
冊
府
元
亀
の
記
事
と
合
致
す
る
も
の
が
粉
々
多
い
と
い
う
経
度
に
過
ぎ
な
い。
と
れ
は
あ
る
い
は
冊
府
元
亀
が
食
貨
志
に
拠
っ
た

の
か
も
知

れた
い。
然
る
に
ω
に
な
る
と、
ω、
ω
の
場
合
と
は
様
相
が
全
く一
変
し、
記
述
が
年
代
順
で
泣
い
ば
か
り
で
怠
く、
そ
の

記
事
が
唐
舎
要
と
頗
る
一
致
し
て
い
るo
（
お
〉
が
冊
府
元
僻唱
に
た
く、

典、
唐
ム官官
要、
冊
府一
克
亀
に
見
え
て
い
る
が、

（
幻
）
が
遁
典
に
た
い
の
を
除
け
ば、

他
の
諸
僚
は
悉
く
遁

（
お
〉
の
開
元
八
年
五
月
を
遁
典
は
二
月
と
し、
〈
お
）
に
当
る
遁
典
の
記
事
が
甚
だ
簡

問
唐
書
食
貨
志
の
史
料
系
統
に
づ
い
て

八
九

院？ ル



-

L唖

‘ 

’ 

悶
唐
書
食
貨
志
の
史
料
系
統
に
つ
い
て

九
() 

略
と
な
っ
て
を
り、
（
ぬ
）
も
通
典
と
は
書
き
方
が
粉
々
一英
た
っ
て
い
る。
遜
典、
冊
府
元
亀
の
と
の
よ
う
た
関
係
に
対
し、
唐
舎
認
に

は
的
の
記
事
と
合
致
す
る
も
の
が
悉
く
見
え
て
を
り、
し
か
も
同
替
の
年
足
の
記
載
は
食
貨
志
よ
り
も
柏
々
詳
し
く
な
っ
て
い
る。
従
ハJ

て
食
貨
志
の
わ町
は
あ
だ
か
も
後
出
の
唐
曾
要
に
拠
っ
た
か
の
観
を
呈
し
て
い
る。
と
う
い
う
傾
向
は、
塩
法
の
僚
に
沿
い
て
殊
に
明
瞭
に

認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る。回、

食
貨
志、
塩
法
の
僚
の
考
察

ヘ
便
宜
上、
唐
曾
要
巻

f
人
人
綿
織、
嬬
池
位、

増
鉄
使
の
記
事
の
総
べ
て
が一
唐
曾
要
に
お
け
る
記
惑
の
順
序
に
従
っ
て
並
べ、
そ
れ
を
食
貨
志
の
記
事
と
対
照
さ
せ
た
が、
B
の
み
は
本
来
の
順
序
通
り
ぽ

掲
げ
え
な
か
ワ
た
の
で、
付可
制・・・・
を
玖
て
そ
の
順
序
を
示
し
た。
O
印
を
附
し
た
の
は
食
貨
志
に
見
え
な
い
記
事、
な
お
詔
典、
知
府
元
郵
に
令一
貨
志

と
略
々
似
た
記
事
が
あ
る
場
合‘
問
賦
の
僚
と

J

伺
じ
〈、
そ
れ
を
も
指
摘
表
示
じ
て
置
い
た
、

（
食

貨

志）

奮
唐
書
食
貨
志
の
塩
法
の
係
η
構
成
は、
と
れ
を
唐
舎
要
の
記
事
と
対
照
し
て
表
示
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る。

、ノパ山
1

開
元
元
年
十一
月、
河
中
芦
品安
師
度・：：・
ハ
渇
典
時

ハ
廃
合
要
性
入〉

開一
克
元
年
十
二
月：：：
ハ
塩
鉄
傍、
以
下
向）

食

室・・
塩
鋭、
冊
府
元
亀

議
邦
計
部、
山
津
一
）

、、

2

貞一
克
十
六
年、
史
牟
奏
・
・
（
加
府
元
亀

一担当〉

貞一
克
十
六
年
十
二
月：：：

O
二
十一
年
二
月：：：

。
元
和
二
年
九
月：：：

O
四
年
十
二
月：：：

五
年
五
月、
度
支
奏：：；

3

元
和
五
年
正
月、
度
交
奏・：
（
冊
－府
元
亀

…盟諸〉



4
六
年
間
十
二
月、
度
支
虚
却一
奏
：
：：
ハ
冊
府
元
亀
糊
清

一円
津）

5
十
年
七
月、
度
交
使
皇
甫
鋳
奏：：・・；・
ハ
冊
府
元
亀

邦
計
部、
J

山
津一
、

6
十
二
年
塩
鉄
使
程
界
奏・：：：：
（
冊
府
元
亀
邦
計
部）

山
津一

7

ku四津
三
月、
都
青
充
三
州
各
置
格
塩
院
ハ
冊
府
元
亀

ま
す
色一
目

立
ロ

J

山
揮一
、

8
長
慶
元
年
三
月
勅、
河
朔
初
千：：：；・

ハ
冊
府
元
亀

邦
計
部
山
津一
一）

9
共
月
塩
鉄
使
王
播
奏
：：・：
（
冊
府
元
亀

盟諸）

竺
卒
五
月
詔
目、
兵
革
初
率：・
1：
ハ
冊
府
元
亀
糊
計

古ν

くB)
ハ
1
〉
安
邑
解
牒
両
池、
奮
置
機
塩
使、
何
各
別
置
院
官

ハ
冊
府
元
亀
一諸
邦
計
部、
線
ぎ

り

（
2〉一
元
和
三
年
七
月、
復
以
安
邑
解
勝
雨
池
習
後、
銭

搾
塩
使
（
冊
府一
冗
亀
一同
一阿
部）

問
唐
書
食
質
志
の
史
料
系
統
に
づ
い
て

六
年
間
十
二
月、
戸
部
侍
郎
制
度
支
虚
却一
奏

十
年
七
月・・・・・・

十
三
年：：・．．
 

十
四
年
三
月・・・・：

O
十
五
年
間
正
月・．．．．．
 

0
共
年
九
月・・・・：

長
慶
元
年
三
月
勅・．．．．．
 

其
月・・・・・・

O
二
年
三
月

其
年
五
月
勅

以
両
池
職
轄
繁

O
八円
乾
元
元
年、
度
支
郎
中
第
五
疏：：：
（
塩
鍛
使
僚、
以

下
向）

料
安
邑
解
勝
両
池、
電
機
塩
使一
員、
推
官一
員、
巡
官

六
員、
安
邑
院
官一
員、
解
懸
院
官一
員、
防
池
官
健

及
池
戸
若
干
人

同開
至
元
和
三
年
七
月、

制
度
支
表
泊、

劇、
復
以
留
後
為
塩
鉄
使

九
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‘ー

、、＇ , 国
唐
書
食
貨
志
の
史
料
系
統
に
ヴ

い
て

〈
3

）
先
是 、
両
池
塩
務
隷
度
交 、
其
職
硯
諸
道
巡
院 、
貞

元
十
六
年、
史
牟
以
金
部
郎
中
主
池
務 、
恥
同
諸
院 、

途
奏
置
使
額 、

二
十一
年
塩
鎖
度
支
合
為一
使：：：

ハ
冊
府
元
亀

開

品
r

ア

ハ
4
）
太
和
三
年
四
月
勅 、
安
邑
解
勝
雨
池
ハ
冊
府
元
亀

巻
四
九
四、
邦

J

計
部、
山
津
コ、

〈
5
）
至
犬
中
二
年
五
月
勅 、
但
取
匹
段
精
巧：：：
ハ
時

府一

若田

一世話）

ハ
6
V
及
大
中
年、
度
支
奏 、
約
締
利一
百
二
十一
万
五

千
徐
貫

ハ
7
）
女
塩
池
在
解
豚
朝
邑 、
小
池
在
同
州 、
歯
池
在
京

兆
府
奉
先
眠刷 、
並
禁
断
一小
格
ハ
冊
府
元
亀

盟
諸 、
）

ハ
8
〉
烏
池
在
塩
州 、
建
置
一格

税
使
ハ
冊
府
元
亀

棚
田川

開〉
ハ
9
）
長
慶一
克
年
三
年
勅 、
烏
池
毎
年：；：
ハ
冊
府
元
亀

邦
計
部ノ

山
津一
、

っfL

同門
先
是 、
両
池
塩
務
隷
度
支 、
其
職
事
諸
道
部一
院 、
貞一
克

十
ノ、

十

年

国
（
太
和〉
三
年
四
月
勅－
u

闘
至
大
中
元
年
正
月
勅・
．

．

．

．

．

 

国
及
大
中
六
年 、
度
支
牧
格
利

＼

M明
女
塩
池

在
解
豚
朝口巴 、
小
池

ωw
烏
池
在
塩
州 、
置
格
税
使｝
員 、
推
官一
員 、
巡
宮
両

員 、
膏
吏一
百
二
十
入 、
防
池
官
健
及
池
戸
四
百
四
十

人
開
長
慶
元
年
三
月
勅・・
．

．

．

．

 



ハ
叩
〉
湿
池
（
冊
府
元
亀
糊
阿
部）

ハ
H
）
大
中
四
年
三
月、
因
牧
復
河
臨時、
勅
令
度
克
牧
管

其
塩：：：
ハ
冊
府
元
亀

留
守

ハ
ロ
〉
至
六
年
三
月
j

勅
令
割
属
威
州、
置
搾
税
使
1

縁

，

新
制
置、
来
立
棒
銀
定
額
ハ
冊
府
元
亀
一問

一同地〉

ハ
日
〉
胡
落
池
在
豊
州
界
：：：
自
大
申
四
年
党
項
叛
援

：・
ハ
情
府
元
亀
糊
清
一一
町一
論〉

C

1、
初
玄
宗
己
前、
亦
有
塩
池
使、
且黒田一一胃
四
年
三
月、

〆、

蒲
州
刺
史
充
関
内
塩
池
使
ハ
冊
府一

若田

館一
部〉

2、
先
天
二
年
九
月、
強
循
除
幽
州
刺
史：
4：
（
冊
府
元

亀
糊
阿
部）

3
、
関
元
十
五
年
五
月、
兵
部
術
書
粛
嵩
除
関
内
塩
池
使

：
ハ
情
府
元
亀
糊
一附
部〉

同
溜
池
置
締
税
使一
員、
推
官
両
員、
巡
官
両
員、
膏
吏

三
十
九
人、
防
池
官
健
及
池
戸
百
六
十
五
戸

ω
大
中
四
年
三
月

同開
至
六
年、
勅
隷
戚
州、
以
新
制
置、
未
立
諜
額

制
胡
落
池
在
豊
州
回介：：：
自
大
中
四
年

O
白
太
和
二
年
三
月｝
度
支
奏：：：

景
雲
四
年
三
月
痛
州
刺
史
充
関
内
塩
池
使ハ
塩
池
使
僚、

以
下
問）

先
天
二
年
九
月：：：

開
元
十
五
年
五
月

ω
は
関
元
元（
緊
）門
的
か
ら
長
慶
二
年
ま
で
の
塩
法
の
推
移
を
概
見
し、
そ
れ
に
続
く

φ
年
代
を

号
泣
い
で
安

暴

露

去
る

間
唐
書
食
貨
志
の
奥
料
系
統
に
ワ
い
て

九
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旧
唐
書
食
貨
志
の
史
料
系
統
に
つ
い
て

九
四

も
の
を
突
然
に
掲
げ、
・次
に
元
和
三
年、
つ
い
で
そ
れ
よ
り
遡
っ
て
貞一
克
十
六
年、
同
二
十一
年
の
と
と
を
詑
し、
そ
れ
に
続
い
て
太
和

三
年、
大
中
二
年
の
記
事
を
挙
げ
て
「
及
大
中
年：：：」
の
記
事
に
至
り、
次
に
女
塩
池、
烏
池
及
び
「
長
慶一
克
年
三
年：：
J・」
の
記
事

を
並
べ、
つ
い
で
「
湿
地
大
中
四
年
三
月：：：」
た
る
意
味
不
明
注
文
と
大
中
六
年
の
記
事
と
が
あ
り、
次
の
胡
落
池
の
僚
に
続
く
の
は

、IJ

O

、，ノ

、
Eノ

仰
に
対
し
て
年
代
が
遡
つ
て
は
い
る
が、
景
雲
四
年、
先
天
二
年、
開
元
十
五
年
と
年
代
順
に
記
じ
で
あ
る。
A
及
び
仁
の
依
は、
そ
れ

fk

／＼
 

自
身
を
切
り
離
し
て
考
え
れ
ば、

共
に
年
代
順
に
記
さ
れ
で
あ
っ
て、

別
に
問
題
と
す
べ
き
も
の
が
注
い
が、

川町
は
記
述
が
年
代
願

で
た
い
ば
か
り
で
な
く、
可
成
り
の
錯
簡
の
あ
る
と
と
が
認
め
ら
れ
るo
即
ち、
ω
の
記
事
を
唐
－曾
一安
雄
入
塩
一銭
使、
冊
府一
五
亀

一諸
邦

ハ
6
）
の
「
及
大
中
年：：：」
は
大
中
六
年
で
あ
り、

計
部、
組側
序、
同雷同
議
官
臥
同
部、
山
津
の
僚
と
比
較
す
れ
ば、

慶
元
年
三
年；・」
の
三
年
は
三
月
と
す
べ
く、

ハ
9
）
の
「
長

「
湿
池
大
中
四
年
三
月：：：」
は
右
表
の
如
く、
ハ
ω
）
と〈
U
）
と
に
分
け、
溜
池
の
下

に
あ
る
べ
き
詮
明
を
枕
し
て
い
る
と
と
が
知
ら
れ
る。

と
と
ろ
で、
と
の
塩
法
の
僚
の
記
事
の
中、
通
典
と
合
致
し
て
い
る
の
は
最
初
の
「
開
元
元
年
十一
月：：：」
の
一
僚
だ
け
で、
し
か

、，ノ

も
遁
典
の
記
事
に
省
略
が
あ
り、
冊
府一
克
亀
は
住
の
ハ
6
〉
を
股
し
て
い
る
以
外
に
は、
記
述
も
頗
る
食
貨
志
の
記
事
と
似
て
い
る
が、

ハ
n
v

多
少
の
差
異
が
な
い
訳
で
は
た
い。
然
る
に
食
貨
志
の
詑
宣明
ば
悉
く
唐
合
要
に
見
え‘
勿
論
僅
か
の
相
異
は
あ
る
が、
記
述
も
殆
ん
ど
一

、』ノ

致
し
て
い
る。
し
か
も
似
の
総
べ
て
の
記
事
は
唐
舎
要
の
塩
鎖
の
僚
に
見
え
る
も
の
で
あ
り、
食
貨
志、
唐
舎
要
共
に
最
初
の
依
の
閲
元

九
年
を
元
年
と
誤
り、
た
ど
唐
舎
要
に
は
食
貨
志
に
見
え
た
い
貞一
克
二
十一
年
二
月、
元
和
二
年
九
月、
同
四
年
十
二
月、
同
十
五
年
間

豆
月
及
び
九
月、
長
慶
二
年
三
月
の
記
事
が
牧
め
ら
れ
て
い
る。
ま
た
聞
は
食
貨
志
の
錯
簡
を
訂
せ
ば
唐
舎一
要
の
塩
鉄一
使
の
僚
と
殆
ん
ど

合
致
し、
た
Y
両
者
の
詑
事
の
順
序
に
差
異
が
あ
り、
唐
舎
要
の
乾
元
元
年、
太
和
二
年
三
月
の
記
事
が
食
貨
志
に
見
え
た
い
だ
け
で
あ



り、
の
は
完
全
に
唐
舎
婆
の
塩
鉄
使
の
僚
と一
致
し
て
い
るo
と
の
よ
う
に
食
貨
志、
唐
舎
要
の
詑
事
が
殆
ん
ど一
致
し、
し
か
も
唐
舎

婆

符芳
が
余
計
に
記
事
を
牧
め
て
い
る
点
か
ら
考
え
る
と、
同
賦
の
僚
の
場
合
と
同
じ
く、
食
貨
志
が
後
出
の
唐
舎
要
に
拠
っ
た
の
で
は

・広
か
ろ
う
と
い
う
無
理
拡
疑
問
を
盆
々
深
め
ざ
る
を
得
た
い。

五、
食
貨
志
と
曾
要－
績
曾一
安
と
の
関
係

醤
唐
害
食
貨
志
の
田
賦
及
び
塩
法
の
僚
を
唐
舎
要
の
記
事
と
比
較
し、
私
は
時
代
の
前
後
を
無
減
し
た
甚
だ
無
理
た
疑
問
を
呈
出
し
た

が、
そ
う
い
う
よ
う
怠
関
係
は
食
貨
志
下・
の
漕
運
及
び
倉
康
の
僚
に
沿
い
て
も
認
め
ら
れ
る。
即
ち、
漕
蓮
の
僚
は
「
ハ
開
元）
十
八
年

宣
州
刺
奥
義
耀
一卿、
上
便
宜
事
一候
日
：：：」
の
一
僚
を
除
け
ば、
そ
の
記
事
の
悉
く
が
唐
舎
要
性
入

寒地
塩
鎖
線
一叙
及
び
漕
還
の
傍
に
見、

ぇ、
倉
震
の
僚
の
記
事
も
唐
舎
一要
地
入
倉
及
常
一や
倉
の
僚
に
悉
く
あ
り、

し
か
も
唐
舎
要
の
方
が
食
貨
志
に
比
し
て
詑
事
が
豊
富
で
あ

る。
し
か
し
私
の
疑
問
は、
依
然
あ
り
得
べ
か
ら
ざ
る
疑
問
の
範
囲
を
出
る
も
の
で
は
泣
い。

き
て、
奮
唐
香
は
新
唐
書
が
成
る
や、
新
唐
香
に
圧
倒
さ
れ
て
重
ん
ぜ
ら
れ
危
く
た
り、
一
時
そ
の
完
本
が
跡
を
絶
っ
た
が、
明
に
至

り
間
人
詮
が
宋
河
本
を
集
め
て
補
修
覆
刻
し、
そ
の
結
果
奮
唐
書
の
完
本
に
近
い
も
の
が
再
び
世
に
現
わ
れ
る
に
至
っ
た。
現
在
通
行
の

奮
唐
書
は
清
代
に
間
人
本
を
基
礎
と
し、
そ
れ
に
校
訂
を
加
え
た
も
の
で
あ
る。
そ
と
で
一
時
散
逸
し
た
奮
唐
書
の
復
原、

校
訂
に
当

り、
そ
の
際
あ
る
い
は
唐
合
要
が
食
貨
志
の
参
考
材
料
と
た
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
い
う
想
像
も
起
り
う
る
が、
し
か
し
唐
舎
要
も

ま
た一
時
閥
院
が
甚
だ
し
く
た
っ
て
清
代
に
そ
れ
を
続
補
し
て
を
り、
ま
た
食
貨
志
は
宋
河
本
に
も
存
し
て
い
て
散
逸
を
菟
か
れ、
そ
の

記
事
は
詩
句
に
多
少
の
異
同
は
あ
る
が、
宋
河
本
は
じ
め
他
の
諸
板
本
と
比
較
し
て
e

さ
し
た
る
差
異
が
な
い
か
ら、
そ
う
い
う
解
釈
は
到

底
成
立
し
た
い。

市
唐
書
食
貨
志
の
克
料
系
統
に
つ
い
て

九
五

／ 
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問
唐
書
統
貨
志
の
克
料
系
統
に
づ
い
て

と
と
か
で、
奮
唐蛍日
食
貨
志
の
記
事
が、
全
部
が
全
部、
唐
λ世田

要
の
そ
れ
と
合
致
し
て
い
る
の
で
な
い
と
と
は、
既
速
の
田
賦
の
僚
に

沿
い
て
も
認
め
ら
れ
る
と
と
ろ
で
あ
る。
ま
た
食
貨
志
上
の
両
税
の
保
は、
そ
の
詑
事
全
部
が
唐
舎
一嬰
唯
一郎一一一
租
税
の
僚
に
見
え
て
い
る

が、
そ
れ
は
必
や
し
も
唐
舎
要
の
記
事
の
ま
L
で
は
た
い。司
両
校
に
，次
ぐ
銭
幣
の
僚
で
は、

：：
」
以
下
が
唐
舎

一五四
人
泉
貨
の
僚
の
記
事
と一
致
し
て
い
る
が、
そ
れ
よ
り
前
の
食
貨士山
の
記
事
は
そ
れ
ほ
E
で
も
た
い。
ま
た
食

貨
志
下
の
雑
殺
の
僚
と
唐
舎
要
鵬
入
雑
税
の
僚、
同
じ
く
搾
酌
の
俸
と
唐
舎

一号地
入
精
一郎
の
僚
と
記
事
を
比
較
す
る
に、
両
者
必
宇
し
も

＼Jノ

一
致
し
て
い
る
と
は
い
い
難
い。
そ
と
で
ま
た
煩
を
い
と
わ
やJ、
さ
き
に
触
れ
や
に
置
い
た
塩
法
僚
の
B
の
記
事
の
順
序
に
つ
い
て
考
察

／t、、

一
見
如
何
に
も
錯
雑
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が、
と
れ
を
唐
舎

「
建
中
元
年
九
月、

戸
部
侍
郎
韓
洞
上一一一同

し
て
見
ょ
う。
食
貨士山
の
記
事
は
年
代
順
に
記
さ
れ
て
い
泣
い
た
め、

．
要
の
記
事
と
比
較
し
て
考
え
れ
ば、
決
し
て
そ
う
で
注
い
と
と
が
知
ら
れ
る。
食
貨
志
の
記
事
の
（
1
16
〉
は
安
邑
解
勝
両
池
に
関
す

る
も
の
で
あ
り、
と
れ
に
対
し
て
唐
舎
要
が
ハ
1
1g
）
に
当
る
同
l
同
の
記
事
か
ら、

「
太
和
二
年
三
月、
度
文
奏：：：」
の
次
に
置
き、

（
4
16
）
に
当
る
国
！
闘
の
記
事
を
白
の

ハ
8
1
9
）
の
烏
池
に
関
す
る
記
事
を
備
と
伺
と
に
順
序
を
離
し
た
の
は
唐
舎
要
の

杜
撰
と
い
わ
ざ
る
を
得
た
い。
と
の
よ
う
た
事
実
は、
さ
き
の
無
理
た
疑
問
と
は
逆
に、
唐
舎
要
が
食
貨
志
に
拠
り、
勝
手
に
詮
作
を
加

え
て
食
貨
志
の
記
事
の
順
位
を
改
め
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る。

そ
と
で
改
め
て
唐
舎
一嬰
の
成
立
に
つ
い
て
見
る
に、
郡
粛
読
書
志
鴎一
類
書
類、
直

筆足跡
解
題
一一
典
故
類
の
僚
に、
初
め
唐
の
蘇目菟

が
高
組
か
ら
徳
宗
ま
で
の
九
代
の
制
度
を
述
べ
て
舎
要
四
十
容
を
作
り、
つ
い
で
宣
宗
の
大
中
七
年
ハ
八
五一ニ〉
桂
鈷
等
が
徳｛一部
以
後
の

と
と
を
続
成
し
て
績
合
要
四
十
巻
を
成
し、
そ
れ
は
大
中
六
年
ハ
八
五
二〉
ま
で
の
と
と
し
か
記
し
て
い
唱な
か
っ
た
の
で、
山木
に
至
り
王

蒋
が
大
中
六
年
以
後
の
ど
と
を
加
みん
て
唐
舎
一嬰
百
巻
と
し
た
と
あ
る。
蘇
晃
一は
奮
唐古田
一手
入
の
彼
の
俸
に
蘇
弁
と
あ
り、

「
園
朝
の
政



事
を
精
し
て
舎
要
因
十

巻を
撰
し」
、

徳｛一不
の
貞一
克
二
十一
年

（
一環
一ば
一議）
に
残
し
た
と
見
え 、

空路
に
つ
い
て
は
同

豆告
の
彼
の

俸に
「
ハ
大
中〉
七
年 、
館
中
の
皐
士
山怪
隊 、

寄進
等
を
以
て
績
舎
一嬰
四
十
巻
を
撰
し 、
之
を
献
さ
と
あ
る。
資
治
通
鑑

球一一一
徳｛一
貫

一克
四
年
十
月
の
俸
の
と
と
ろ
に
引
か
れ
て
あ
る
遇
鑑
考
異
に
「
雀
お
績
舎
要 、
貞
元
五
年
七
月 、
会
主
至
宿
帳：：：」
と
あ
る
の
に
よ
れ

ぽ 、
績
合
要
が
宋
代
に
存
し
て
い
た
と
と
は
疑
い
な
いoh
唐
舎
要
は
舎

事四
十
巻 、
績
舎
要
四
十
巻
を
ま
と
め 、
大
中
六
年
以
後
の
と
と

を
加
え
て
百
巻
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら 、

A胃
要
も

恐
ち
〈｛木

初
ま
で
存
心
て
い
た
と
思
わ
れ
るo
そ
し
て
績
合
要
が
大
中
六
年

ま
で
し
か
記
し
て
い
怠
か
っ
た
と
い
う
の
は

注
意
す
べ
き
事
実
で 、
奮
唐
寄
食
貨
志
も
ま
た
大
中
六
年
の
記
事
ま
で
し
か
－泣
い。
と
れ
を

さ
き
に
述
べ
た
食
貨
志
と
唐
舎
要
と
の
記
事
の
頗
る
一
致
し
て
い
る
点
と
合
せ
考
え 、
私
は
食
貨
志
の
記
事
の
主
注
拠
り
ど
と
ろ
と
左
つ

，

た
の
は 、
唐
舎
要
の
前
身
で
あ
る
舎
要 、

績
舎
要
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
の
で
る
る。

そ
し
て
奮
唐
寄
食
貨
志
と
唐
舎
要
の
記
事
の
類
似

は 、
か
aA

る
事
情
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
う。

結

語

以
上
述
べ
た
と
と
ろ
に
よ
っ
て 、
奮
唐虫日
食
貨
志
の
主
と
し
て
拠
っ
た
材
料
は
舎
要 、
績
舎
要
で
あ
る
と
と
が
明
か
と
‘な
っ
た
が 、

勿
論 、
食
貨
志
の
記
事
の
全
部
が
合
要 、
績
舎
要
に
拠
っ
た
と
い
う
の
で
は
－泣
い。
し
か
し 、

食

貨志
の
牛
分
以
上
を
占
め
て
い
る
唐
会

要
の
記
事
と一
致
し
て
い
る
部
分
だ
け
は 、
合
要 、
統
合
要
に
拠
っ
た
と
し
て
も

大
過
あ
る
ま
い
と
思
う。
但
し 、
そ
れ
に
つ
い
て
は 、

主
滞
が
唐
合
要
を
編
纂
す
る
に
当
hy 、

食
貨士山
の
記
事
を
参
考
と
し 、
そ
れ
に
よ
っ
て
合
要 、
緩
舎
要
の
記
事
に
多
少
子
を
加
え
た
と
と

も
あ
っ
た
で
・あ
ろ
う。

問
唐
書
食
貨
志
の
奥
料
系
統
食
づ
い
て

九
七

、 、
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旧
唐
書
食
貨
志
の
史
料
系
統
に
づ
い
て

九
九

た
括
合官
要 、

績
舎
要
に
つ
い
て
は 、

更
に
研
究
す
べ
き
点
が
砂
な
く
た
い
が 、

そ
れ
は
他
日
の
機
会
に
譲
す
る
と
と
‘み

す
る

o

（
本
稿
は
女
部
省
の
科
学
研
究
費
の
補
助
に
よ
る
新
奮
唐
書
食
貸
志
の
史
料
的
研
究
の
一
部
で
あ
る）

（
陸）

（
1

）
玉
井
博
士
「
唐
の
寅
錬
撰
修
に
関
す
る
一
考
察」
（「
支
那
祉
会
経
済
史
研
究
」

所
牧）。

（
2
）
武
徳
貞
観
両
朝
園
史
成
立
の
年
代
に
つ
い
て、

令
狐
徳
本一
停
は
永
徽
元
年
（
六
五
O） 、
長
孫
無
忌
俸
は
頴
慶
元
年
（
六
五
六）
と
し 、
ま
た
徳

奈
の
官
名
に
つ
い
て
も、

前
者
は
札
部
侍
郎
衆
弘
文
館
学
士
と
し、

後
者
は
園
子
祭
酒
と
あ
っ
て
両
者
の
聞
に
一
致
を
敏
い
て
い
る。
令
狐・
徳
一会

伝
に
よ
れ
ば 、

徳
本
が
国
子
祭
酒
と
な
っ
た
の
は
永
徽
四
年
（
六
五
三
）
で
あ
る。
し
か
し
奮
唐
書
巻
四
高
宗
本
組、

顛
慶
元
年
五
月
巴
卯
の
僚

に
「
太
尉
長
孫
無
忌、

史
官
の
撰
す
る
所
の
梁、

際、

周、

帯 、

陪
五
代
史
志
三
十
省
を
進
む」
と
あ
る
五
代
史
志
は、

唐
曾
要
急
六一一一
修
前
代

史
の
僚
に
「
顛
慶
元
年
豆
月
四
日、

史
官
修
撰
梁
陳
帯
周
陪
五
代
史
三
十
巻、

太
尉
無
忌
準
之」
と
あ
り、

徳
本
停
に
見
え
る
五
代
史
で
あ
る
こ

と
疑
い
な
い

。
こ
れ
に
よ
っ
て
考
え
る
に、

永
徽一
万
年
は
武
徳
貞
観
両
朝
国
史
の
編
纂
に
着
手
し
た
年
で
あ
り、

顛
慶
元
年
は
そ
れ
が
成
っ
て
奏

上
さ
れ
た
年
で
あ
ろ
う 。

（
3
）
竹
簡
祷
本
「
奮
唐
書」
の
念
頭
に
牧
め
ら
れ
た
も
の
に
よ
る 。

（
4
）
事
推
堂
叢
書
所
牧
本
に
よ
る。

（
5
）
新
唐
書
巻一
O
四
子
休
烈
俸
に
百
三
十
篇
と
あ
る
が、
と
れ
は
柳
芳
の
園
史
百
三
十
念
と
巻
数
を
誤
っ
た
の
で
あ
ろ
う 。

。

。

（
6
）
新
唐
蓄
倉
二二
二
柳
芳
俸
に
「
曾
遁
死、

芳
緒
成
之、
興
高
祖
詑
乾一
万、

凡
百一一一
十
篇」
と
あ
る。

（
7

）
癌
志
巻
六
五
翠
文
略、

史
類、

編
年
の
僚
に
「
起
陪
義
寧
元
年、
詑
建
中
元
年」
と
て、

建
中
元
年
ま
で
と
し
て
い
る
の
は
誤
り
で
あ
ろ
う 。

（
8
）
五
代
会
要
巻
一
人
前
代
史
の
際。

（
9

）
線
序
に
引
用
さ
れ
て
い
る
古
典
の
語
句
は
別
と
し 、

唐
代
の
形
勢
を
述
べ
て
「
其
後
襲
粛
為
常
州
刺
史 、

乃魁高
賞
茨
按
腹、

百
賀
之
上、

管
盟加

日ー一一一一一一一一一一一一」一一一一一千



利
寵、

議
余
叉
謹
奉、

無
幾
濯
湖
東
観
察
使、

天
下
刺
史
護
憲・、

自
粛
始
也」

と
あ
る
の
は、

加
府
元
亀
倉
六
九
七
牧
守
部、

邪
俊
の
僚
に
見
え

る
記
事
と
殆
ん
ど
一
致
し、

従
っ
て
食
貨
志、

加
府
元
亀
が
共
に
あ
る
同
一
材
料
に
拠
つ。
た
ら
し
く
考
え
ら
れ
るσ

と
こ
ろ
が
右
の
記
事
を
含
む

食
貨
志
の
「
先
是、

興
元
克
復
京
師
後・・・・
天
下
刻
官
進
奉、

自
綬
始
也」

と
殆
ん
ど
同
じ
記
事
が、

加
府
元
亀
巻

二ハ
九
帝
壬
部、

納
貢
献
の

僚
の
貞一
万
十
二
年
の
記
事
の
末
に、

わ
ざ
わ
ざ
註
文
と
し
て
記
さ
れ
て
あ
る。
こ
れ
は
班
府
元
亀
の
記
事
が
食
賞
志
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
を
暗
示

す
る
も
の
で
あ
ろ
う。

そ
し
℃
食
貨
志
に
は
勿
論
か
L
る
記
事
の
拠
っ
た
材
料
は
あ
る
が、

そ
れ
ら
の
材
料
を
編
者
の
考
え
で
継
ぎ
合
わ
せ
て
線

序
を
作
っ
た
の
で
あ
る。

（
ぬ
）

仁
井
田
博
土
「
唐
令
拾
遺
採
揮
資
料
に
就
て
」
（
唐
令
拾
遺）、

唐
六
典
の
際、

玉
井
博
士
「
大
唐
六
典
及
び
遁
典
の
宋
刊
本
に
就
て
」
（
支
部

社
会
経
済
史
研
究
所
攻）。

（
日
）

唐
曾
要
巻
八
五
圏
貌
の
僚
は
武
億
六
年
三
月
の
令
と
し
て
い
る。

（
ロ
）
唐
曾
要、

圏
貌
の
僚
は
柳
か
記
述
の
体
裁
を
異
に
し、

し
か
も
「
五
十
九
免
佼」

と
あ
る
0

町

（
悶
）

遁
典
巻
二
食
賞
二
回
制
下、

珊
府
元
亀
倉
四
九
五
邦
計
部、

田
制
の
記
事
は
関一
万
二
十
五
年
令
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら、

と
L
で
は
問
題
と

し
な
い。

（
凶
）

遁
県
倉
六
食
貨
六
賦
税
下
に
見
え
て
い
る
の
は
武
徳
二
年
の
制
で
あ
る
か
ら、

と
L
で
は
問
題
と
し
な
い
。

（
店
）

遁
典
巻
三
食
貨一一一
郷
翼
の
僚
に
見
え
て
い
る
の
は
大
唐
令
（
開一
苅
二
十
五
年
令）
に
よ
っ
て
い
る
か
ら、

と
L
で
は
問
題
と
し
な
い
。

（
凶
）

遁
典、‘
唐
曾
要、

加
府
元
亀
に
見
え
る
武
徳
六
年
三
月
の
令
で
は
戸
等
を
＝一
等
と
し、

同
九
年
三
月
に
九
等
と
し
た
と
あ
る
が、

食
貨
志
で
は

武
徳
七
年
令
で
戸
が
九
等
に
定
め
ら
れ
た
と
あ
り、

両
者
の
記
述
が
一
致
し
な
い
。

食
質
志
の
記
事
に
は
柳
か
疑
わ
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が、

そ

れ
に
つ
い
て
は
改
め
て
述
べ
る
こ
と
ム
す
る。

（
ロ
）

遁
典、

唐
曾
要、

加
府一
万
亀
は
二
十
三
以
上
を
丁
と
し、

食
賞
志
は
「
ご
十
ご
矯
丁」

と
い
い
、
ま
た
両
者
の
記
述
の
形
に
も
差
異
が
あ
る。

拙
稿
「
唐
代
丁
中
制
の
研
究」
（
史
挙
雑
誌
四
六
ノ
九〕
参
看。

旧
唐
書
食
貨
志
太
史
料
系
統
に
つ
い
て

九
九

t
γ 
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市
唐
書
食
貨
志
の
史
料
系
統
広
ワ
い
て

一

O
O

（
店
）

遁
典
は
（
日
）

に
当
る
記
事
を
武
徳
七
年
令
に
拠
り、

唐
曾
要、

茄
府一
万
亀
は
（
日
l
u
）

を
武
徳
六
年
二一
月
の
令
と
し
て
い
る
。

（
印
）

食
貨
志、

遁
典
は
五
十
八
か
ら
を
老
と
し
て
い
る
が、

唐
曾
要、

加
府
元
亀
は
「
五
十
九
免
役
」

と
し
て
い
る
。

拙
稿、

究」

参
看。

「
唐
代
丁
中
制
の
研

＼
 

（
お
）

と
の
詔
の
原
文
は
唐
大
詔
令
集
品位
九
帝
王、

新
隼
掠
赦
の
僚
に
「
康
徳一
万
年
茄
億
競
赦」

と
し
て
見
え、

ま
た
茄
府一
万
亀
倉
入
八
帝
壬
部、

赦

宥
の
擦
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
が、

食
賞
志
の
記
事
は
詔
の
原
文
か
ら
直
接
に
採
ヲ
た
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
遁
典、

唐
曾
要、

加
府

一
万
亀
で
は
「
五
十
五
入
老
」

と
し、

食
貨
志
の
「
五
十
八
億
老
」

と
一

致
し
な
い
。

（
幻
）

金
井
之
忠
氏
「
唐
の
埠
法
」
（
文
佑
五
ノ
玉
）
参
看。

（
幻
）

特
に
著
し
い
の
は
ハ
B
）
の
〈
6
〉
で
、

そ
れ
に
は
（
4
）
の
勅
を
含
め
て
あ
り、

ま
た
〔
3
）
も
梢
E

記
述
を
異
に
し
て
い
る
。

硯' 
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